
2021/5/7時点

教育支援体制整備交付金　QandA　【幼児教育の質の向上のための緊急環境整備】

①遊具等環境整備施設における遊具・運動用具・教具・保健衛生用品等の設備整備

No 事業名 質問 回答

1 対象経費 対象となる経費はどのようなものか。 要領上挙げている設備の購入費と備え付け経費。

2 対象経費 整備した物品のシステム更新料や維持費は対象となるか。 対象外。（設備としての初期投資のみが対象。）

3 対象経費 運搬費（運賃、送料）は対象となるか。 対象外。

4 対象経費 消耗品は対象となるか。 対象外。

5 対象経費 対象となるのは既製品のみか。
既製品以外でも対象になる。
（オーダーメイド品等も対象。）

6 対象経費 中古品は対象となるか。
一般価格で販売されている同種類より安価である等、適切な方法等をもって購入
するのであれば対象。

7 対象経費 保健衛生用品はどのようなものを想定しているか。
園児の保健衛生管理に関わるものが対象。
（例えば保健室で使用するものなどを想定。）

8 対象経費 ブランコやジャングルジムのような単一の遊具は対象になるか。 対象になる。

9 対象経費 複合式遊具は対象となるか。 対象。

10 対象経費 園庭の大部分を占める大型遊具は対象となるか。 対象外。

11 対象経費
園庭の大部分を占める大型遊具の一部を補助対象とすること
は可能か。

対象外。

12 対象経費 園児の机やいすは対象となるか。 教具としてであれば対象となる。

13 対象経費 職員室の机やいすは対象となるか。 管理用品は対象外。

14 対象経費 本箱やロッカー、道具入れは対象となるか。 対象外。

15 対象経費 学級のテレビは対象となるか。 教具としてであれば対象となる。

16 対象経費 音響設備は対象となるか。
教具としてであれば対象となる。（ただし、建物に付随した施設整備を伴うものに
ついては対象外）

17 対象経費 職員が教育のために使うカメラやPC、タブレットは対象となるか。教具としてであれば対象となる。

18 対象経費 教育用アプリケーションソフトは対象となるか。
購入品単独で用をなさないため対象外。
（タブレット等とセットで購入する場合は、対象）

19 対象経費 PC設置に伴う、無線LAN工事費は対象となるか。 設置に伴い真に必要であれば対象となる。

20 対象経費 コピー機は対象となるか。 対象外。

21 対象経費 AEDは対象となるか。 保健衛生用品としてであれば対象となる。

22 対象経費 自動警報装置は対象となるか。 防犯設備は対象外。

23 対象経費 エアコンは対象となるか。
埋め込み式など、施設整備に当たるものは対象外。家庭用のものなど、取り付
け・取り外しが安易なものは対象。

24 対象経費 配膳用ワゴンは対象になるか。
園児が教具として使用するのであれば対象。
（職員のみが運搬に使用するものは対象外）

25 対象経費 冷蔵庫は対象となるか。
食中毒予防等、子供の衛生管理を目的とする場合のみ、保健衛生用品として対
象。ただし、調理室に設置する業務用冷蔵庫は対象外。

26 対象経費 掃除機、洗濯機、乾燥機、オーブンレンジは対象となるか。 対象外。

27 対象経費 芝刈り機は対象になるか。 対象外。

28 対象経費 砂場は対象になるか。
園庭に固着するようなものは対象外。
（園庭を掘削し作るようなものや砂場の砂は対象外。）
砂場を囲うブロックなど、設置後も移動させられるようなものは対象。

29 対象経費 組立式プールは対象となるか。 大規模工事を伴わず、設置後取り付け、取り外しができるものであれば、対象。

30 対象経費 園庭の芝生化は対象になるか。
園庭の芝生化は施設整備に当たり対象外。
一部の遊具の直下に固定されない芝生マットを敷く程度は対象となる。
（設備の付属品としての扱いならば対象。）

31 対象経費 園バスは対象になるか。
対象外。園バスは園の運営上のものである事から、幼児教育の質の向上という
本事業の目的に添わないため。

32 対象経費 災害時の備蓄品セット、避難用マットは対象となるか。 対象外。

33 対象経費 遮光ネットは対象となるか 大規模工事を伴わず、設置後取り付け、取り外しができるものであれば、対象。

34 対象経費 テントは対象となるか。 教員等が簡易に設置・撤去ができ、熱中症対策等に資する目的であれば、対象。

35 対象経費 LEDライトは対象になるか。
（強いて言えば）「保健衛生用品」に整理できるのであれば、対象となり得る。ただ
し、大規模な設置工事を伴う場合は対象外

36 対象経費

 対象経費として「１式の購入につき10万円以上の運動用具・教
具・保健衛生用品」とあるが、「１式の購入」の定義はどのような
ものか。
また、同じ物品で10万円以上でなければならないのか、もしく
は、複数の物品を足し上げて10万円で対象としてよいか。

「1式の購入」とは、1度の購入契約で物品を調達することを想定しており、マスク、
消毒液、ハンドソープ等の日々の活動において継続的に必要なものであれば、同
じ物品に限らず対象。

37 対象経費
対象としてよい「継続的に必要となる物品」については、「新型コ
ロナウイルスのために必要となる物品」のみという考え方でよい
か。

日々の活動において継続的に必要となる物品であれば、新型コロナウイルス感
染予防に必要なものでなくても対象。
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38 対象経費
今回募集している事業は、原則として内示後の購入（契約・発
注）が対象か。（今回募集している事業の補助対象となる期間
はいつからいつまでか。）

原則、内定後の購入や契約等が対象。ただし、都道府県において要綱等による
定めがある場合はこの限りではない。

39 対象経費
コロナ対策として購入する空気清浄機やサーキュレーター、体
温測定用のサーモカメラ等も対象となるか。

保健衛生用品と整理できるのであれば対象。

40 対象経費
運動用具・教具・保健衛生用品の品類を超えて、１０万円以上と
しても補助対象となるか。（例：教具５万円・保健衛生用品５万円
計１０万円）

品類を超えて合算し、対象とすることはできない。

41 対象範囲
幼保連携型認定こども園の保育室に設置するもので、３号のみ
が使用する場合は対象となるか。

対象外。

42 対象範囲 ３号のみの使用が対象とならない理由。 本事業の目的が、幼児教育の質の向上であるため。

43 対象範囲
幼保連携型認定こども園の保育室に設置するもので、１・２号の
みならず３号も併用する者は対象となるか。

対象となる。その際、按分は不要。

44 判断基準 施設整備に該当するかは如何に判断するか。
大規模工事を伴わないものか、設置後取り外し等ができるか、施設に固着してい
ないか、施設と一体になっていないか等総合的に判断すること。

45 判断基準 対象・対象外の目安となる金額は？ 一つの遊具で500万円以上のものには留意すること。

46 判断基準 対象・対象外の目安となる設置期間は？ 設置に一週間以上かかるものは留意すること。

47 判断基準 対象外となる短期間のうちに消耗する物品の目安は? 概ね１年前後で再度の用に供し得なくなる物品。
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教育支援体制整備交付金　QandA　【幼児教育の質の向上のための緊急環境整備】

②新型コロナウイルス感染症対策を実施するために必要となる保健衛生用品等の購入等

No 事業名 質問 回答

1 対象範囲 対象となる幼稚園は。
域内の私立幼稚園（新制度移行・未移行問わない、幼稚園型認定こども園を含
む）、公立幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む）、国立大学附属幼稚園。

2 対象範囲
学校法人立及び社会福祉法人立以外の幼稚園（個人立幼稚園
等）も対象となるのか。

対象となります。

3 対象経費

幼稚園設置者の購入のみならず都道府県又は市区町村からも
補助を受けた場合はどうなるのか。
（例：都道府県がマスクの購入、幼稚園が空気清浄機を購入し
た場合等）

１施設あたりの合計が500千円以内となるように調整をお願いします。（都道府県
又は市町村が一括購入しA園に配布した分の金額とA園が購入した金額との合計
が500千円以内となる必要があります。）

4 対象経費
備品等の購入の範囲はどこまで認められるのか。
（「○○は購入は可能か。」といった対象となる物品に関する質
問）

新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から真に必要でかつ、対策に資
する物品類であるかについて各都道府県等において御判断いただきますようお
願いします。
（本来の用途とは異なる目的で使用、主たる機能の付属機能を使用する等、新型
コロナウイルス感染症対策として説明が難しい、適切とはいえない物品類は対象
外です。また、施設整備を伴うものについても対象外です。）

（令和3年1月22日追記）令和2年度3次補正では、空気清浄機や体温計など、一
度購入すれば一定期間使用可能な物品（備品に類するもの）は、備品等の購入
においては対象外です。消毒液、マスク、ペーパータオル、ビニール手袋等、感
染症対策のために日常的に必要な物品が対象です。

5 対象経費 「かかり増し経費」とは何か。

「かかり増し経費」とは、幼稚園が感染症対策の取組を徹底することに伴う業務量
の増にかかる経費です。
具体的には、
・家庭訪問等実施のための交通費
・家庭との連絡や保護者等からの問い合わせ対応のため、電話機等のリース料
や増加した分の通信費
・臨時休業中や分散登園等により作成する家庭用動画や教材等に要する経費
・感染症対策の研修受講等に係る経費
・子どもの居場所確保の観点から預かり保育に関して教職員が業務時間外に行
う消毒等に要する経費等（通常想定していない感染症対策の業務への手当も含
む）
等です。

6 対象経費
厚労省のエタノール優先供給で購入したエタノールに係る購入
費も今回の補助対象としてよいか。

対象となります。

7 対象経費
保健衛生用品に関して子ども用マスクとあるが、大人用マスク
を購入してもよいか。

職員用（大人用）マスクは、再利用可能な布製マスクを国が一括して購入し、希望
する幼稚園に配布することとしているため、これを御活用いただくことを想定して
いますが、不足等が見込まれる場合には、本事業の対象としていただいて差し支
えないです。

8 対象経費 空気清浄機は対象となるか。
必要以上の機能を有せず、取り付け・取り外しが安易なものであれば保健衛生用
品として対象となります。（空気清浄機能付きの掃除機など、一義的に新型コロナ
ウイルス感染症対策に資する物品とは言い難い品目については対象外）

9 対象経費 今回の購入費に関して園に対しての送料を含んでよいか。

物品調達と一体的な契約となっている場合のみ対象となります。
7/28補足）別契約であれば配送料は対象外。
一体的な契約であったとしても、送料：○○○円と請求書等で確認できる（＝送料
込みでない）場合は送料は除くべき。（遊具等・ＩＣＴ等と同じ取り扱い）

10 対象経費 施設の消毒に係る経費は対象となるか。 対象となります。

11 対象経費 施設の消毒はどの程度を想定しているのか。

施設の職員が予防のために行う消毒や、自主的に業者に委託して実施する消毒
に係る費用などに活用することが想定しています。
（幼稚園の職員や子どもが、新型コロナウイルス感染症に疾患した際に、「感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第27条第2項の規定によ
り、市町村等が施設の消毒を行い、当該消毒費用の2分の１を国が負担する場合
には、本事業の対象となりません。）

12
申請・清算手
続等

国立大学の附属幼稚園についても、県が事業対象とする場合、
県から国立大学法人（附属幼稚園）に照会をかけてとりまとめ
て、県と国立大学法人（附属幼稚園）とが直接交付事務のやり
取りをすることになるという認識でよいか。

ご認識のとおりです。

13
申請・清算手
続等

三社の見積もりは必要か。
２社以上の見積もりをとることが望ましいですが、都道府県、市区町村及び園の
規則により適切に判断して下さい。

14
申請・清算手
続等

事業完了はいつまでか。
納品及び支払いまで原則年度内に完了していただく必要があります。そのため、
年度内に納品等終えていただく必要があります。
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教育支援体制整備交付金　QandA  【認定こども園等における教育の質の向上のための研修支援】

No 事業名 質問 回答

1 事業者 対象者が勤務する施設は、公立でも私立でもよいか。 公私問わず対象になる。

2 事業者
事業者について、「都道府県が適当と認めた者」はどのような者
が対象となり得るか。

要領上の目的に添った研修を行う者であれば可能。

3 事業者
都道府県が認定こども園・保育園・幼稚園を運営する学校法
人・社会法人を事業者と認める事は可能か。

可能。

4 対象経費
教諭が研修に参加する際の参加者本人の研修中の給与等は
対象となるか。

対象外。

5 対象経費 研修会の内容の検討・見直しに係る相談会は対象か。 研修会の検討に係る経費は対象外。

6 対象経費
研修会前日に打ち合わせを行い、これに謝金・旅費を支払う場
合対象経費としても良いか。

研修事業の実施に必要な賃金や謝金に限り対象。

7 対象経費
公立幼稚園の法定研修（新人研修・10年目研修等）も対象とな
るか。

対象外。

8 対象経費
やむを得ない事情（災害や感染症の流行等）に伴い、研修会を
中止せざるを得ない状況となった場合、補助対象となるのか。

開催案内等、本来開催する予定であったことがわかる資料があれば、講師への
謝金や会場借料等の開催に係る経費でかつ支出しなければならない経費に限り
対象。

9 対象経費
複数回実施される研修において、同一の教職員が複数回受講
した場合、研修参加教職員の人数はどのように考えればいいの
か。

実際に受講する人数（重複は含めない）で算定。
研修ごとにカウントを行うと、同一教職員が10回研修を受けた場合、１人しか研修
を受けていなくても10人分の補助を受けられてしまうため。

10 対象範囲
県が外部委託したり有識者を招いたりして行う研修も対象とな
るか。

対象になる。
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教育支援体制整備事業費交付金　QandA　【保育教諭確保のための幼稚園教諭免許取得支援】

No 質問 回答

1 制度説明 免許支援に係る交付対象事業に要する経費（総事業費）とは。 事業を行うにあたり実際にかかった全額。

2 制度説明 免許支援（受講料補助）に係る交付対象経費とは。 受講に要した経費の１／２。

3 制度説明 免許支援（受講料補助）に係る交付希望額は。 交付対象経費の１／２。

4 制度説明 受講に要した経費（=総事業費）の負担割合は。 施設：１／２，都道府県（又は政令市等）：１／４，国：１／４

5 制度説明
年度をまたがって受講を行った者について、県から国への申請
はいつ行うか。

免許を取得し、支払条件を満たす年度に交付申請を行う。ただし、施設から実施
主体への実施計画書の提出は受講開始日が属する年度に適切に行うこと。

6 実施主体
中核市・指定都市が実施主体となる免許支援に関して、交付要
綱上の整理は。

交付要綱第３条別記より、交付申請者は都道府県であり、指定都市・中核市は間
接補助事業者等という整理。

7 実施主体
政令市・中核市が実施主体になる場合の交付申請・交付決定
は。

国は都道府県に対し交付決定を行う。都道府県は政令市分をとりまとめの上交
付申請するとともに、政令市に対し交付決定等の手続きを行う必要がある。

8 実施主体
中核市・指定都市が免許支援の実施主体となる場合、事業募
集等の連絡は国から直接されるか。

中核市・指定都市に対し国から直接に連絡・交付決定等することはない。各都道
府県は貴域内の中核市・指定都市への周知を行うこと。

9 対象者
「当該認定こども園等に『現に』勤務しているもの」は常勤職員
だけが対象か。（非常勤の幼稚園教諭免許状を持たない保育
士資格保有者は対象としてよいか。）

常勤職員が対象。
ここで言う常勤職員とは、正規職員に加え、正規雇用と同等程度の勤務形態があ
る非正規雇用者（派遣職員等）を含む。
上記整理ができる当該者であれば対象とすることができる。

10 対象者 受講料補助に関して公立保育園の職員も対象となるか。 対象となる。

11 対象者
代替幼稚園教諭雇上費に関して、公立幼稚園の職員も対象と
なるか。

対象外。

12 対象者
園長、副園長でも、保育士として保育に従事する者は対象とな
るか。

対象となる。

13 対象者 前年度に取得完了した者に関し、遡っての申請はできるか。 できない。

14 対象施設 県立の認定こども園移行予定施設は対象となるか。 県立は対象外。（交付要綱第３条２項参照）

15 対象要件
公費負担の対象にならない受講料の１／２は誰が負担するの
か。

原則施設負担。

16 対象要件 施設負担の受講料を個人負担としてもよいか。
原則施設負担。
やむを得ない場合に個人負担を検討するのであれば、県の要綱等で適切に定
め、また施設と個人で合意する必要がある。

17 対象要件 認定こども園への移行時期は申請後概ね何年以内か。 概ね５年以内。

18 対象要件 認定こども園への移行時期の確認はどのように行うか。 都道府県で理事会の議事録や計画書等により適切に確認すること。

19 対象要件
一時的に個人が受講費を負担し、後払いで施設が個人に支払
うという方法は可能か。

可能。

20 対象要件
申請時に勤務していた施設と全く関係ない他の施設で新たに勤
務する場合は対象となるか。

公立であったり同一法人といった場合で本人の意思によらない人事異動の場合
は
対象として可能であるが、本人の意思による施設の変更は対象外。
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21 対象範囲 補助対象となる更新講習施設は大学に限られるか。 大学以外も対象。（詳細は各教育委員会の案内のとおり。当省HPにも公開。）
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教育支援体制整備事業費交付金　QandA　【認定こども園等への円滑な移行のための準備支援】

No 事業名 質問 回答

1 対象経費 雇上費は賃金のみが対象か。 他の職員の人件費（雇用する場合の経費）と同様の扱いで構わない。

2 対象経費 行政機関との調整に必要な旅費は対象となるか。
旅費等の活動費や物品購入費等は当然法人が負担するべきものであるため対
象外。

3 対象経費
「申請書作成等の業務」の「等」には、申請書作成以外で
はどのような業務を含めていいか。移行に際して必要な事
前準備全般を含めて良いか。

原則申請に係る業務に限る。事前準備全般は対象外。

4 対象経費
当該事業の対象とはならない事前準備全般とは具体的にど
のようなものがあるか。

保育料引落しのための取引銀行との調整、入園手続きに係る業務、公定価格の
試算・適正定員の検討など。

5 対象経費
認定こども園に移行するか否か等の申請前後の検討に係る
経費は対象となるか。

対象外。また、どんな認定こども園にするかと言った検討に係る経費も対象外。

6 対象経費
認定こども園等への移行に係る保護者への周知に係る部分
（説明会対応や周知文書作成等）は対象にしてよいか。

周知に係る部分を一体的「（説明会や説明会で使用するしおりやパンフレット）に
外部委託するなら対象にしてよい。、（しおりやパンフレット作成のみは対象外。）

7 対象経費
入園手続きに係る説明会で認定こども園への移行について
説明する場合は対象となるか。

対象にしてよい。

8 対象経費 雇用者の対象経費の算出はどのように行うか。

算出例
【時間雇用者の場合】
　時間数×時給単価
【外部委託の場合】
　契約金×申請業務の割合

9 対象経費
他の業務も請け負っている職員を対象とする場合の人件費は
対象となるか。

申請業務に従事した部分に限り対象になる。

10 対象経費
すでに雇用している職員に申請業務を行わせる場合、当該職
員にかかる人件費の一部を対象にすることは出来るか。

可能。但し、申請業務に係る部分の切り分けを適切に行うこと。

11 対象経費 新設のこども園等の申請業務に係る経費は対象となるか。 新設の幼稚園等については対象外。

12 対象要件 認定こども園の認可はいつ頃までに受けなければならないか。 交付年度内に認可を受けることを原則とする。

13 対象要件
例外的に交付次年度の4月1日に認可を受ける場合、対象にで
きないか。

対象にしても良い。ただし、認可を受けられなかった場合は返納となる。

14 対象要件 申請業務等の外部委託は対象となるか。 対象になる。

15 対象要件 申請業務等の外部委託とは具体的にどのようなものか。 コンサル会社等への委託や司法書士・行政書士等への申請書の作成委託など。

16 対象要件
当該職員が他業務を請け負っている場合の申請額はどうなる
か。

申請業務に係る経費のみ対象として申請すること。

17 対象要件 他業務も請け負う職員を対象とする場合の留意点はあるか。
当該経費がわかるよう契約内容の内訳等で整理し、証拠書類等で説明が出来る
ようにすること。

18 対象要件 幼稚園のまま新制度に移行する場合も対象となるか。 対象。

19 対象要件
現在個人立幼稚園で次年度に学校法人化とともに新制度へ移
行する場合、対象にできるか。

対象にしてもよい。ただし、学校法人に移行できなければ返還。
また、学校法人の申請業務は対象外のため、業務の切り分けを適切に行うこと。
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教育支援体制整備交付金　QandA　【園務改善のためのICT化支援】

No 区分 質問 回答

1 事業者 事業者は市町村が設置する公立幼稚園を含むのか。 含む。

2 事業者
幼稚園型認定こども園は、幼稚園と同様と考え、補助対象施設
として捉えてよいか。

よい。

3 事業者 幼保連携型認定こども園に対する本事業は対象となるか。 幼保連携型認定こども園は対象外。

5 対象経費 運搬費（送料）は対象か。
運搬費（送料）単独では対象外。システム導入にあたり、一体的に必要な経費とし
て説明がつけば、対象としてよい。

6 対象経費 既存システムの改修費は対象か。
既存システムに含まれない別のシステムを導入もしくは既存システムに新たなオ
プション機能を付け加える費用のみシステム改修費として対象としてよい。

8 対象経費
エクセルやパワーポイント等の既存の基礎ソフトも対象となるシ
ステムに含まれるか。

含まない。原則として園務改善・幼児教育の質の向上に資する外部システム等が
対象。量販店等で既にセット販売されているものを購入した場合は、適切な算出
方法をもって補助対象経費を算出すること。

9 対象経費 既存システムの保守費、リース料、通信費等は対象か。 対象外。[会計検査院の指摘事項]

10 対象経費
リース・補守費・通信費等について、複数年契約した場合は
どのようにすればいいか。

単年度契約が望ましいが、複数年契約をせざるを得ない場合は、当該申請年度
に係る経費のみ対象とする。[会計検査院の指摘事項]

11 対象経費 補助対象となる期間はいつからか。

各都道府県において定めている要綱等において、「令和○年４月１日から適用す
る」等の文言がある場合は、その文言を適用し、その期日以降について補助対象
とすることができる。一方で、そのような取り決めが無い場合は、原則、内定前契
約分については補助対象外となる。

12 対象経費
対象経費に記載の通信費に、インターネット利用料は含まれる
か。

含まれる。

13 対象経費 会計システム・CTI接続システム（ソフト）等は対象となるか。
会計システム・CTI接続システムは要領上の留意事項に該当しないものであれば
対象外。（ただし、指導要録作成システム等と切り分けができない一体的なものは
対象。）

14 対象経費 園バスの位置情報システムは対象となるか。 導入により、園務改善に資するのであれば対象。

15 対象経費
今年度末に支払った来年度分のライセンス料は今年度の対象
になるか。

対象外。

16 対象経費 対象となるシステムについて、明確な基準を示してほしい。
園務が改善され、幼児教育の質の向上に資するものであることを説明できれば補
助対象となるが、判断に迷う案件があれば個別に相談すること。

17 対象経費 システム導入に係る研修会費用等研修費は対象となるか。 対象外。

18 備品購入
システム導入のため、既存のPC等の機器を買い替えるのも対象
か。

その買い替えをしないとシステムが導入できないといった類のものであれば対
象。
[会計検査院の指摘事項]

19 備品購入
既に導入されているシステム利用のための備品購入費は対象とな
るか。

対象外。

20 備品購入
園務改善のシステムを導入する場合、周辺機器（登降園システ
ムの園児配布用 のICカード）の購入費も補助対象か。

システムの導入にあたり、必須となる周辺機器（それがなければシステムが機能
しない機器）であれば、補助対象。
（例：オンライン研修のシステムを導入するために必要なWebカメラ、マイク等）
必須な機器ではないのであれば、備品等の購入費としてシステム導入費の半額
以下なら補助対象。

21 備品購入 システム導入に必要な無線LANは対象となるか。

システムの導入にあたり、無線LAN設置による通信環境の整備が必要なのであ
れば、設置に係る費用も対象となる。その場合は、無線LANルータ（機器）の購入
費だけでなく、設定料や工事費（大規模な施設整備になるものを除く）など、一体
的に必要となる費用も含めることができる。
無線LAN設置が必須といえないのであれば、無線LANルータ（機器）の購入費に
ついては、備品等の購入費としてシステム導入費の半額以下なら補助対象。



2021/5/7時点

22 備品購入 備品購入経費の補助対象上限は。

備品購入費用を含めない当該システム導入費の半額以下が対象になる。

≪例：総額100万円（システム導入費60万円、備品購入費40万円）の場合≫
備品購入費はシステム導入費の半額30万円まで対象。
補助対象経費は90万円となる。（国からの交付額は、その3/4の67万5千円）

23 対象範囲
預かり保育や幼児教育・保育の無償化に係る業務について使
用を予定しているものは本事業の対象となるか。

対象としてよい。

24 対象範囲
園務改善の範囲は教諭の業務に限るか。事務職員の負担軽減
の場合も可能か。

事務職員の負担軽減を目的としたものであっても対象となるが、その負担軽減が
園全体の業務改善となり、幼児教育の質の向上にも資するものでなければならな
い。

25 対象要件
指導要録作成システム等の購入について、仕様上の要件（この
仕様では対象外等）はあるか。

要領上以外のものは特段定めていない。県の事業として仕様上の要件を付加し
ていただくのは妨げない。


